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北海道における大型小売店の進出は昭和４５年を契機に急激に増加し， なかでもスーパーの進出

は自覚しく地域のうち独立小中小売店舗との織烈な商戦は， 各都市は勿論地方の商工会議所等この

問題で頭を悩まし， 又一方中小売業者は通産大臣を相手に， 大店法

　

（大規模小売店舗における小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註１
売業の事業活動の調整に関する法律， 昭和４８年法律１０９号）の改正を要請すると共に大型店舗面積

の規制を訴える事態となった． このような状態をより的確に分析することが， 北海道と本州の商業

圏及び大店法による地域の一般化の影響による実態の相違を知ることと， 北海道特有の商業の在り

方を把握することが出来る， また今日の大店法の問題点を解明することも出来るのである． 地域性

に立脚した， 在来の小売業者との併存が可能となるか， 或は地元の商業の発展に大きく寄与し得る

か否かの答えを見出さなければならぬ， その結果大店法に問題があるのか， それとも地元小売業者

の無責任による百年一日の如き経営に依存し， 経済社会の発展に何等の活性化の為に手を講ずるこ

となく， 徒に産業構造の中で腕いてし・るのかを見究めなければならない．

．北海道大型小売店設置の現状

北海道の大型店は地元百貨店と本州巨大資本の本道進出によるものである． 殊に本州企業の本道

進出は自覚しく， その商戦は日を追う毎に厳烈化し， とりわけ昭和５０年を境に一段と激化してき

たのである， 丁度昭和４８年日本経済が景気の過熱の時期を迎えた頃には， 当年１０月第１次オイル

ショックで世界経済が停滞し， 昭和４９年には国内経済も漸次衰退しはじめた‘① それ故わが国大手

の企業の減産体制 は勿論のこと， 大型店１０社即ちダイエー， イ トーヨーカー堂， 西友ス トアー，

ジャスコ， ニチイ， ユニー， 長崎屋， ユニー ド， 寿屋， 忠実屋等のスーパーと三越， 高 島屋， 西

武， 松坂屋， 東急， そごう等の百貨店の売上高は減少しはじめた． 大型店の企業グループは会社の

再編成と新販路の開拓に大きな熱意をみせ， 北海道に目を向けたのである． 即ち昭和４９年に３店

の進出しかなかった業界も昭和５０年に入り９店， 同５１年に１１店， 同５２年１４店， 同５３年１７店，
同５４年１４店， 同５６年６店と， 同年３月函館西武百貨店， 同４月室蘭長崎屋中央店， 桐屋， 今井
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デパート（室蘭店移転新築）， その後中標津町長崎屋， 旭川ニチイ， 函館湯川にショパーズプラザ

（ホリタ）， 釧路市イトーヨーカー堂， 同年１０月３０日札幌平岸西友ストアー， 岩見沢ダイエー， 同

１１月３０日札幌手稲ニチイの１０店（今井を除く）である． 以上昭和４９年から５６年まで，８４店の本

州大手の本道進出である．②

　

本道の地元百貨店もこの本州企業の巨大資本に対抗して， どのように

顧客を惹きつけ， どのように購買層を維持することが出来るか， その対策に苦慮しなければならな

くなった， 経営者はその改善策として， サービス面の向上と， 売場面積の拡張と改築ｏ改装につと

めこれまでの郷土愛と地の利を有効に生かし大規模店の郊外出店に対抗したのである． 今大手百貨

店と本道スーパーの営業成績（表１－１．２）を見ると， 季節的変化はあるものの売上高は順調に推移し

ている． 然し業界ではこれ以上大型店の増設は中小小売業の経営を圧迫し， それのみならず倒産に

追いやるものである． それに関わる機関として， 商業活動調整協議会のあり方そのものを批判し，
またその無機能の実体を取り上げ， 国会への働きとして大店法そのものの改正案， あるいは廃止を

要求する一方通産省の行政指導の無策ぶりを猛烈に中傷したのである， それなのに中小企業小売店

の在り方は旧態依然たる経営方式から脱皮出来ずに景気変動の波に押し流され今日に至っている．
その中でも時代の進化と共に大型店に対抗して自己の商業経営を格調の高し・ものに， 質的改善し消
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費者のニーズにマッチするサービスを検討し実践している優良小売店の健全性は売上げを減少する

ことなく， 何時の時代にも生き延びてし・るのである． また此等大型店の指摘されている過密化の中

小企業経営の競合の問題と， 消費者ニーズによる流通機構の改善を早急に求める地域住民との意見

の対立は， 都市の地域再開発の問題と絡み， 商調協の場で解決は非常に難かしくなっている． これ

ら大型店の過密化の分析は色々な角度から検討されなければならない． 現在全国の商調協で用いら

れている資料では， 一． 行政人口に対して第２次第３次産業者の比率， 二． 人口の伸び率， 三， 年

間販売額， 四． 売場面積， 五， 商業人口， 六， 小売業の売場面積と１平方米当り消費者数の比率，
七， 第１種大規模店の店舗面積， 八， 第１種大規模店１平方米当りの消費者数等である． 以上これ

らの資料分析で十分その問題を見究めることが出来るであろうか， 算定出来ない幾多の要因が重な

り地域の事情と相僕って， ますます解決を難かしくしているのである． 即ち一例を挙げると４０粁

以内に大都市があり， 交通網の整備されている地域と， 都市周辺まで２０粁でも交通便が悪い地域

とでは， 全く問題にならない条件が出てくるし， また消費者購買層とではその地域差があり， 消費

者動向としての質的高い商業人口と， そうでない人的要件では大変な差がある， 更に郷土愛の根強

い因習に育まれた市町村でも同じことが言える．

　

現在札幌市を中心として４０粁の周辺都市のうち代表されるものは小樽市ｏ江別市ｏ千歳市ｏ恵庭

市ｏ岩見沢市であるが， このうち商調協で一番問題になり今日に至っている， 西友ストアー （大店

法３条答申結審の５５条申請がない）の岩見沢市進出の経過と， 道内で最も新しい設立となった岩見

沢ダイエーの結審概況と大店法そのものと商調協の在り方を究明することにする．

　

岩見沢市の概況は昭和５５年と６０年の国勢調査を見ると註ｎ全道１１位で大型店舗はダイエー岩見

沢店ｏ金市舘岩見沢店ｏ丹崎屋の三店が営業をなしているが， 市の中心街再開発は当初，２条通り３

条通の西２丁目， 西３丁目の地域の商業振興会によるＡ地域を再開発地と考え市の協力を要請した

のであるが， 西友側としては３条～４条の西２丁目，３丁目を有力となし， Ｂ地域を強く要望し，
Ａ地区， Ｂ地区の二つの再開発は真向から対立したのである，

　

市及び商調協としても中心街の再開発は一本化すべきであるとの見解を示したのであるが， 商工

会の話し合いは決裂し， Ａ地区（ジャスコ）， Ｂ地区（西友）と二者による地域の再開発を主張した

のであるが， 商工会議所及び市の指導助言も中心街再開発の一本化は出来ずこの問題は未解決と

なった． この間岩見沢市内の６商業者団体の西友ストアー出店計画に対する反対声明と， これにか

かわる運動を全市小売者８割加盟している商工会議所と商調協に， キーテナントの店舗面積の縮小

及び出店拒否の要望書を提出， また側面から市の行政に対して強力なる指導と尽力を要請したので

ある． 丁度昭和５４年の第２次オイルショックの時で全国的経済不況のうちにあり， 日本中の小規

模小売店の死活問題の時でもあった， それ故岩見沢市は勿論全国的問題として， 全国商工会議所大

会， 自民党商工部会等に対して， 全国各地からこの問題処理の陳情と商調協の改正案 （許可制） を

迫ったのである． これに対して通産省は昭和５６年１０月全国的紛争を懸念して， 当分の間大型店の

出店を見合わせるよう各通産局に指導するように通達するに至った， 然るに地元中小小売店との紛

争は最早目を覆うことが出来ず国会の予算委員会の場でも論議を呼び， 遂に大型店問題懇談会註ｍ

昭和５７年１月２９日で出店抑制策を纏め通産省に報告するに至った．

　

その趣旨は主に 「相当の水準」 に達している地域の出店は見合わせ自粛させると， 自民党商工部

会 （梶山静六会長） の意見の反映によったものであった． 札幌通産局は道の商工部との連絡により

昭和５７年２月以降向う２箇年を抑制することにした． この通達の影響をまともに受けたのが岩見

沢市の中心街発展計画による西友ストアーの出店計画であった．５年余に亘っての地元商店街は勿

論， 市商工部の中心街発展計画と合わせ， Ａ地区Ｂ地区の一本化を推進しなければ， 岩見沢市の近
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代化は益々遅れるとの見解から， 商工会議所と市側とは全力をあげての調整に乗り出し， Ａ地区Ｂ

地区の合意が出来ぬまま， Ｂ地区の推進責任者は西友ストアーとの話し合いにより， 推進計画を樹

立， 西友ストアーは昭和５５年４月， 大店法３条申請を行ったのである． 消費者側はどちらの地区

でも早期の開発を望んでいるので賛成を表明したのである， このようなトラブルは道内各地で行わ

れ， 大型店の過密地域の新設は殊のほか様相を激化し， 通産省の指導も効果なく， 市部では全市的

な開発の見直しのみならず， 首長選挙にまで発展し， 政治問題化したのである， いま通産大臣の諮

問機関である大規模小売店舗審議会 （大店審） で， 指標部会のアドバイザーの市場調査家の板倉勇

氏の見解をみると， 昭和５７年３月２６日， 札幌経済センターで開かれた商店街近代役職員講習会で

説明した大型店過密度ゾーン分析によると， 一， 大型店１平方米当りの支持人口

　

二． 行政人口増

加率

　

三． 全小売業の売り場面積に対する大型店の増加率

　

四． 全小売業１平方米当りの支持人口

等をあげている， 以上の要因からの大型店の過密度を説明しているが， 道内における昭和５７年１

月現在の大型過密地域は， 札幌中央区， 函館市， 帯広市， 釧路市， 旭川市， 室蘭市， 江別市， 苫小

牧市等で， 道内市部平均は大型店１平方米当り支持人口４．２である．③ 札幌市 （西区， 南区， 白石

区）， 北見市， 岩見沢市， 滝川市， 千歳市， 網走市の９地域をあげている， また大型店出店可能な

地域として， 札幌豊平区， 北区， 東区， 小樽市， 美唄市， 富良野市， 留萌市等である． これに対し

て札幌通産局では， 出店指導は各都市毎のケースバイケースであり， 画 的な指標はないとの各商

調協への指導であった． 本道で最近新しく開店した大型店は， 岩見沢ダイエーであるがこれについ

て岩見沢商調協で審議された④全国類似都市４４市のうち岩見沢市と最も似た市との比較である，

このうち特に商業立地の条件と環境の類似都市８市を選び， 岩見沢市と対比してみると， 資料表２

は， 類似都市のうち小売業の売場面積一平方米当りの消費者数の数値で， 岩見沢市に最も近い平均

値を算出してみると， 津山市， 飯塚市， 飯田市， 唐津市の平均値が１，２人で， 岩見沢の１．３６人に

近似している， また第一種大規模小売店舗による支持人口の数値では， 下位４市即ち， 津山市， 深

谷市， 飯塚市， 出雲市の平均値４．６人となり， ダイエー岩見沢店の８，８１２平方米 （売場面積） 第一

種大規模法第５条の届出後の数値では４，６７人となり， 占有率も２７，１３％となる． 大店法第３条届

表２

　

類似都市比較指標及び占有率指標

行政人口

５４．３．３１

行政人口

５１．３．３１

商業人口 ５５．７

　

現在の第１種
大規模小売店舗 商

　

業

　

統

　

計 小売業の売場

面積ｌｍｚ当り

消費者数
５４．
商業統計

売場面積 支持人口 占 有 率 露売据 売場面積

津 山 市

諌 早 市

深 谷 市

飯 塚 市

岩見沢市

飯

　

田

　

市

唐 津 市

新発田市

出 雲 市

　

人
８０，５９５

８０，４８２

８０，１１３

８０，０７９

７９，２１４

７８，５４２

７７，１３０

７５，９９５

７５，７５２

　

人
７８，５７２

７３，７１８

７６，６６１

７６，３６０

７５，８３８

７８，０９０

７５，６５９

７４，７０５

７２，５７１

　

人
１２３，１３０

９３，３１２

８１，８２０

１２３，１９３

９６，４７７

１０５，３４１

１０９，０１５

９５，２４８

１１０，８１７

２３，５４２

１２，２６５

２０，２１３

２６，５６１

１２，８３５

１８，２４４

１７，６８９

１７，６３５

２５，８５０

人
５．２３

７．６１

４．０５

４．６４

７．５２

５，７８

６．１６

５．４０

４．２９

　

％
２２．０３

１８．５９

３４．９７

２５．２８

１８．０９

２６，１８

２０．３３

２３．３５

３１．６０

白力門
５７，９２６

３９，３１９

３３，９４７

６５，０１０

６１，０１５

５３，６５７

４６，９５０

４５．８１４

５２，９０５

１０６，９１３

６５，９６２

５７，７９６

１０５，０６０

７０，９６８

９０，４１１

８７，０１０

７５，５３５

８１，８１２

人
１．１５

１，４１

１．４２

１．１７

１．３６

１．１７

１．２５

１．２６

１，３５

注１． 小売業の売場面積ｌｍ２当りの消費者数の数値で下位の２分の１を占めるもの （津山市， 飯塚市， 飯田市， 唐

　　

津市：平均１．２人） の平均値と比較．
注２， 現在の第１種大規模小売店舗における支持人口の数値で下位の２分の１を占めるもの（津山市， 深谷市， 飯

　　

塚市， 出雲市）の平均値（４．６人） と比較， 札幌通産局調べ
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出のダイエー岩見沢店１４，１００平方米， テナント３，０００平方米， 計１７，１００平方米であった． しかし

昭和５５年１０月２５日の結審では， ダイ エー８，１３０平方米， テナント６８２平方米， 計８，８１２平 方米

となってし・る． 商調協の審査内容をみると， ①総量規制による面積（類似都市比較指標）， 商業人口

９６，４７７人／第一種支持人口４．６人－－第一種大型店１２，８３５＝８，１３８平方米となる．

　

②総量規制による面積 （占有率指標） については， 岩見沢市小売業面積７０，９６８平方米×占有率

０，２４５一１２，８３５ハー０．２４５キ６．０２９平方米となり， ③ダイエー岩見沢店の売上計画 （４５億円） による

面積はダイエー岩見沢店の売上４５０，０００万円÷８６万円キ５，２３３平方米を参考としたのである．⑥

　

岩見沢市の都市計画による街づくり構想と商店街振興策の意見を反映するよう配慮し， 昭和５５

年４月以降１４回に亘る審議の結果結審している． 以上の点からみると， 前述した板倉氏の考え方

が近似している結審内容であるが， これが適正なる参考資料となるかどうかは甚だ疑問が生じるの

である． 内部経済ｏ外部経済は勿論， 商業人口の把え方， 地域周辺の市町村の動向及び環境の変化，
交通網の整備， 景気変動による小売店売上高の変化， 都市計画の変更， 産業構造の変化， 消費者の

購買力動向の変化等多くの問題が考えられるのである，

　

二． 大型店進出に関する問題点

　

前述した第一種大型店の現状分析において取り上げられた問題点について， 更に深く検討しなけ

ればならない，

　

先ず第一は大型店の内部り外部経済についてである， 当初の年間売上げ計画は売場面積の一平方

米当り， 自系列企業の一番低い平均値で示されていること， テナントの資力に影響されること， 仕

入商品の需給に対する価格の変化及び商調協の審議が長くかかり， 大店法第３条の申請時と全く商

業事情が変ること， 郊外店の場合には交通網の整備が遅延し， 周辺都市の大型店と競合すること，

　

労働事情の変化の為！

　

組織化した熟練労働者と， パートによる賃金給与が望めないこと等であ

る， 第二， 商業人口の経済圏と商業圏の混同による商業人口の算定は， あまりにも多く， 正しい支

持人口の算出が出来ないこと， 又過疎と過密の周辺市町村を抱えている， 商業人口の算定は最も難

かしいこと， 第三， 周辺市町村の産業構造の変化， 特に炭鉱の閉山， 漁業基地の斜陽化， 第１次第

２次第３次産業人口の急激な変化等である， 第四， 国鉄ローカル線の廃止に伴うバス路線， 及び私

鉄， 電気軌道の運行の変化による交通網の不整備等， 第五． 景気変動による小売業の好ｏ不況と，
算定指数の正しい取り扱い方が難かしいこと， また小売業の倒産による占有率が変ること， 第六，

市町村における長期の都市計画が変更を生じ街づくりの行政指導に大きな変化が生じた場合， 第

七． 消費者層の商品の品質に対する暗好の変化と， 景気変動による購買力の変化等である， 以上の

点を総合的に考察すると適正な判断は非常に困難であると思われる， 殊に大店法第５条申請による

答申までの結審が何年もかかる場合は再度新しい資料によらねばならず， また受入側地元の商業者

の賛同も時を経る毎に拒否的反応を示すに至るのである． 更に商調協委員会の委員の質的な問題も

あり， 高度の識見と忍耐力に富む人材が必要となるのであるが， その人選は容易ではなく， 甚だ難

かしいのである． 大店法第３条申請の売場面積， 開店日数， 休日等地元商業者ともっとも関わりの

ある問題についても商調協に全面的に信頼し， 全権を委ねる中小小売業者は皆無であり， 商調協の

推薦母体の商業者は尚更である， 斯様な事情については経済的問題のみならず， 政治的問題を包含

している， 即ち大店法そのものの内容の課題と， その運用面にあると考えられる， それは最近地方

都市における大型店進出の紛争が年を追う如く全国的に激化しているからで， 最早その問題解決

は， 経済的問題から政治問題へと発展してきた， 岩見沢市におけるダイエー店の場合をみると， 昭
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藤

　

波

　

信

　

成

和５５年４月１日の大店法第３条の諮問から大店法第５条申請５６年７月４日の結審まで， また岩見

沢市中心街再開発Ｂ地区 （西友ストアー） は昭和５７年５月１１日大店法第３条申請以来５７年１２月

２９日漸く結審， それ以後昭和６１年３月現在未だに５条申請に至らず今日に及んでいる⑥ダイエー

の場合も西友ストアーの場合も各商店小売業者の団体の商調協審議中止の猛反対の為， 商調協委員

の委員会出席不可能な事態が幾度も行われた事情を考えれば， 一日瞭然である， 滝川市の場合は更

に問題を複雑化している． 大店法５条申請が昭和５８年１月１７日に提出されたが， その内容を見る

と滝川ダイエー店について， 滝川商調協で昭和５７年２月「キーテナント」売場面積１，５００平方米で

結審しているが， それを上回る６，５００平方米で通産大臣に申請された⑦通産省では大臣の諮問機関

である， 大規模小売店審議会（大店審）で審議し， 昭和５８年２月２日， 地元の意見を求める書面が

滝川商工会議所に送付された． 即ち昭和５８年３月１６日迄に商調協を開き地元の意向をまとめ大店

審に答申する様に通達がなされたのである， 大店審では申請後２箇月以内地元から申請と異なる結

論が出され， 申請者がそれに従って訂正しない場合は大店審地方部会 （札幌通産局内） の審議案件

となり， 大臣は大店審の答申を得て勧告 （届出後４箇月以内） 更に届出後５箇月以内に命令を行う

ことが出来るとなっている， 以上の様に事前商調協の１，５００平方米の４倍の申請は道内では勿論全

国でもその例が少ないとされている．

　

これも地元の商業活動の実態が検討され， 既設の大型店として高林デパート売場面積６，４００平方

米， 名店ビル，３，６００平方米， その他駅前再開発としての西友ストアーはサブテナントを含め

９，０００平方米であり， それ故ダイエーは６，５００平方米は経営上どうしても必要であるとの見解から

今回の措置となったのである， このような事態に対処すべく通産省は幾度となく行政指導の徹底強

化を計ったが， その効果は少なく全国的にもトラブルが多いため， 遂に昭和５９年２月４日までに

大型小売店の新しい出店規制策を通産省から自由民主党商工部会に諮って２月７日に正式に決定し

た． その内容は現在の規制方法を原則的に引き継ぎ， 商業活動調整協議会 （商調協） の運営の手直

し， 地域の都市計画に合わせた店舗づくりの指導などを付け加えている． 各地方通産局には相談室

の設置を認めた，２月１６日自民党商工部会（野田毅部会長）小売商業問題小委員会では， 大型店の

出店自粛指導は今後とも継続する註ｗことにし， 中小小売店側から強く要求していた， 大店法の改

正による出店規制強化策 （通産省） を結局見送ることとした． また出店自粛については， ①商調協

の運営方法の改善， 大規模小売店舗審議会（大店審）の機能充実など商業調整の適正化を図る， ②

都市商業政策を推進する． ③生活協同組合， 農業協同組合などの出店も自粛させる． また， これに

ついて小此木通産大臣は 「現行措置の継続実施に際しては中小小売商の消費ニーズの多様化に対応

した自助努力を期待するとともに， 中小小売商業振興策を積極的に進めたい」⑧とこれ等の措置は

一時的にも大型店出店による紛争は小康状態となったのである． しかしこの問題は解決したのでは

なく経済界の不況によるものであった．

　

その後昭和５９年６月に入るや国際経済の場でのわが国の非関税障壁として， 諸外国から批判さ

れた点について経済企画庁は流通機構の問題点についてその実態から「流通構造商取引慣行などに

関する国際比較調査」 を公表，註ｖ

　

わが国の企業が税制上の優遇措置や大型店の出店規制などで保護され， その為日本では生産性の

低い零細小売業の比率が高いことを指摘し今後は大規模小売店舗など， 公的規制を緩和して流通業

界の競争を促進し過保護的経済政策から脱皮すべきと結論づけたのである， 以上のようにこれまで

の一貫してきた規制の政策は一変して流通の緩和政策に切り換えられたのである． これまで外国為

替の円高に苦しんできた， 中小小売業は更に打撃を受けることになった． 斯様な政策の転換は再び

本道の大手スーパーの動きを活発とし， 売上高も増益となった表３． 昭和６１年に入るや本州大手
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スーパーの本道進出は再び動き始めた．し・ま

その実態を見ると， ニチイ系の北海道ニチイ

（本社ｏ札幌） は道内７店日として札幌ｏ東苗

穂店， イトーヨーカ堂 （本社ｏ東京） 道内１３

店目として札幌ｏ新川店，５６年にダイェー系

の発表した北海道ダイエー （本社・札幌） 札

幌・手稲店ｏ釧路店は６１年３月手稲店は結審，

６２年４月開店となり，６１年１０月９日開店の

西友 （本社ｏ東京） 滝川店は道内８店目とな

り， ジャスコ （本社・東京） は小樽再開発ビ

ルｏ百貨店ニューギソザ （本社ｏ小樽）． 長崎

屋（本社ｏ東京）小樽店も増床（審理中）等

である⑨即ち昭和５０年以来５７年までの大型

店の本道進出の怒涛のような激しさはないに

しても， 不況をやっと忍び耐えている中小小

売店舗にとっては， またもやこの再来の影響

を受け， これが本道経済にどのような変革を

腐らし， 産業構造まで変えてゆくのか． 果し

てブラスになるのかどうかは甚だ疑問と言わ

ざるを得ない．

三． 結

　　　　　

論

表３

　

大手スーパー９社（昭和６１年）２月期決算

売

　

上

　

高 経常利益 税引き利益

ダ

　

イ

　

エ

　　

ー

イトーヨーカ堂

西

　　　　　

友

ジ

　　

ャ

　　

ス

　　

コ

ニ

　　　

チ

　　　

イ

ュ

　　　　　　

二

　　　　　　

－

長

　　

崎

　　

屋

イ

　

ズ

　

ミ

　　

ヤ

忠

　　

実

　　

屋

１，２５１，９００

　

（１，６）

８６０，８７３

　

（６．９）

６９６，３５４

　

（６．８）

６９５，１１６

　

（６．６）

５４９，６５２

　

（８．９）

３８６，０９８

　

（４，０）

２７２，３０４

　

（２．０）

２３９，０５３

　

（４．８）

２１８，７５７

　

（７．５）

１５，０２４
（１１，０）

３１，８４７
（４２．８）

７，８７３
（７．０）

１７，７２９
（８．６）

１３，３５９
（１３．５）

１４，２６９
（４，１）

４，７９２
（２２．１）

７，８３０
（５．６）

４，８５５
（１５．４）

６，５０２
（

　

３，９）

１４，８１８
（２０．１）

３，５５３
（

　

０．１）

９，０１９
（

　

３．７）

６，５４５
（

　

９，６）

６，９０１
（

　

１．２）

２，０１５
（１５．０）

３，８２６
（

　

１，３）

２，２３１
（△３，５）

注１． 単位・百万円， カッコ内は前期比伸び率％， △は

　

マイナス

注２， 売上高には不動産収入など含む

　　

昭和６１年４月２５日帝国データーバンク調べ

前述した如く「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」（大店法）の問題

点および「商業活動調整協議会」（商調協）の在り方， 大型店出による大店法第３条申請から第５条

申請までの商業圏の変動等幾多の問題点をあげ究明したが， 昭和５５年以降の行政改革審議会の方

向づけと地方財政の悪化は地方の中小都市の再開発を抑制する形となり景気の不況は地域住民の不

安を一層駆立てる結果となり全国的な商工会議所の運動として， 地方から中央の政界へと要望書が

提出され， 各監督官庁・各関係省庁のテーブルには請願書要望書が山積され， 行政上の措置の不適

切さによる法改正を含めての地域の零細小売業の存地拡充の為の措置を願ったのである． これに対

して通産省は都道府県の各通産局に積極的な指導を主として地域の円滑な調整と助言を通達したの

である． また対外的問題としては昭和５８年からの国際収支の対米摩擦は年と共に悪化し，６０年か

らのＥＣとの貿易収支の差額は次第にその大きさを増し６１年５月までの対全世界の経常収支（大蔵

省６１年６月３０日発表）の黒字は， 前年比４０％増の４９１億６，９００万ドルとなり， 円高の要因は少し

も改善されず， 内需拡大は政府は勿論各経済界の呼びかけにも拘らず， 景気は一向に好転せず， 中

小企業の倒産も日毎に数を増すのみであった， 昭和５６年５７年と道内における 「大型店出店凍結宣

言」も５９年から再び政府による大型店出店計画の緩和策により道内中小企業小売店舗にとって， 再

び死活問題として， この問題処理の為， 市ｏ商工会議所ｏ商店街振興会に出店を見合わすように懇

請すると共に， 大型店舗に出店計画を変更するように迫ったのである．

　

しかし各地域住民のニーズと地域中小小売店舗の考え方の相違は景気変動の波調と一致せず， 商

調協の解決策を難かしくしているのが現状である． それ故当面この傾向は続くであろう， 今日内需
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藤

　

波

　

信

　

成

外需の問題が山積し， 産業構造の改革が叫ばれている時， 大型店の在り方そのものも改善されるべ

きであり， 法律面は勿論のこと， 財務・経営組織まで再検討を余儀なくせざるを得なくなってい

る．

　

更に昭和５９年から低物価及び円高の影響による消費者意識の変化も見逃せない． 以上の如く内

部・外部経済の急激なスピードの変化に追随出来ずに今日に至ってし・るのが事実である． それ故短

期的な解決策はないとしても， ポリシーｏミックスの上に近代的産業構造の転換と法律改正による

抜本的対策が急務である．

＜註＞

　

註１

　

大店法「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」 昭和４８年法律第１０９号

　　　

第８５国会で一部改正（昭和４９年３月１日施行）

　　　

大規模小売店小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（昭和５４年５月１１日

　　　

政令第１３４号）施行期日は昭和５４年５月１４日とする，

　

註口

　

昭和５５年と昭和６０年度国勢調査の比較（昭和６０年１０月１日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増加率

　　

第１位

　　

札 幌 市

　　

１，５４２，９７９人（６０年） １，４０１，７５７人（５５年）

　

１０．１％

　　

第 ２ 位

　　

旭 川

　

市

　　　

３６３，６２８

　　　　　　　

３５２，６１９

　　　　　　　

３ユ

　　

第 ３ 位

　　

函 館 市

　　　

３１９，１９０

　　　　　　　

３２０，１５４

　　　　　　

△ ０．３

　　

第 ４ 位

　　

釧 路 市

　　　

２１４，５４５

　　　　　　　

２１４，６９４

　　　　　　

△ ０．１

　　

第 ５ 位

　　

小 樽 市

　　　

１７２，４９０

　　　　　　　

１８０，７２８

　　　　　　

△ ４．６

　　

第 ６ 位

　　

帯 広 市

　　　

１６２，９３０

　　　　　　　

１５３，８６１

　　　　　

・

　

５．９

　　

第 ７ 位

　　

苫小牧市

　　　

１５８，０５８

　　　　　　　

１５１，９６７

　　　　　　　

４．０

　　

第 ８ 位

　　

室 蘭 市

　　　

１３６，２０９

　　　　　　　

１５０，１９９

　　　　　　

△ ９．３

　　

第 ９ 位

　　

北 見 市

　　　

１０７，２８０

　　　　　　　

１０２，９１５

　　　　　　　

４．２

　　

第１０位

　　

江 別 市

　　　　

９０，３２８

　　　　　　　

８６，３４９

　　　　　　　

４．６

　　

第１１位

　　

岩見沢市

　　　　

８１，６６５

　　　　　　　

７８，３１１

　　　　　　　

４．３

註ロー

　

大型店問題懇談会 Ｇ恵産省産業政策局長， 中小企業庁長官の私的諮問機関・座長影山衛司商工組合中央金庫理

　　

事長） 札幌通産局調べ

註ＩＶ

　

現行の行政指導は昭和５７年２月から約２年間期限付きで実施されてきた． その内容は１． 大手スーパー， 百

　　

貨店の出店抑制，２． 小規模市町村や大型店の多い過密地域への出店は特に自粛するよう指導を強める． 札幌

　　

通産局調べ

註Ｖ

　

経済企画庁， 昭和５９年６月１９日発表

　　

生産から販売まで流通の複雑さを反映して， 卸売販売額（各流通段階の販売額合計）を小売販売額で割った卸・

　　

小売比率は米国が１．４～１．７程度なのに日本は５．２と３倍強になっている， また人口１，０００人当りの店舗数も

　　　

日本はフランスを除く先進国の約２倍， 一方小売業従業員１人当りの年間販売額は欧米各国より低く， 生業的

　　

な従業員１～２人規模の零細店の比率は， フランスを下回るものの， 米国や英国・西ドイツなどに比べると高

　　

い． 問題点， 零細店の比率が高いのは１． 消費者がまとめ買いよりも鮮度を重視する為， 少しずつ買う習慣が

　　

強い．２， 個人事業者はサラリーマンより所得の捕捉， 租税負担面で有利になっている（米国に比べ売上げに対

　　

する租税負担率が低い即ち租税面で優遇されてし・る，）３． 大店法などで厳しく大型店の進出を規制， 非効率な

　　

零細小売店を温存している．

　　

以上の問題の解決は， 大型店出店規制の即時撤廃しかし失業問題など流通業界の混乱を避け， 流通の効率化の

　　

視点から出店手続きの簡素化など運用面で実質的に規制緩和を図ること， また， 免許認可制の自由化を進める

　　

べきと提言している，

①

　

昭和５６年版 経済白書経済企画庁ｐ．ｐｌ－６

② 札幌通産局調べ
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北海道商業史（大型店の分析）

③

　

同上

④

　

資料４４類似都市（通商産業省）の岩見沢商調協審議（昭和５６年５月２９日） 岩見沢商工会議所調べ

⑤ 岩見沢商工会議所調べ

⑥

　

同上

⑦ 滝川商工会議所調べ

⑧

　

小此木通産大臣昭和５９年２月１６日自民党商工部会で説明

⑨ 札幌通産局調べ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（本学教授

　

岩見沢分校）

５７


